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国 日本 米国  
カナ
ダ 

豪州 ＮＺ 
シンガ
ポール 

メキ
シコ 

チリ  
ペ
ルー 

マレー
シア 

ベト
ナム 

ブル
ネイ 

全品目 95% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 

農林水
産物 

82% 99% 95% 100% 100% 100% 97% 98% 97% 100% 99% 100% 

１．各国の関税撤廃率（品目ベース） 

２．我が国の関税を残すライン 

総ライン数 関税を残すラ
イン 

備考 

全品目 ９，３２１ ４５９ 

うち農林水産物 ２，５９４ ４５９ 

うち関税撤廃したことがな
いもの 

９０１ ４５５ 

うち重要5品目 （５９４）  （４２４） 

うち重要5品目以外 （３０７） （３１） 
雑豆、こんにゃく、
しいたけ、海藻
等 

うち関税撤廃したことがあ
るもの 

１，６９３   ４ ひじき・わかめ 

（注１）日本以外の国の農林水産物については、国際的な商品分類（HS2012）において1～24、44及び46類に分
類される農林水産物であって、農林水産省所管品目とは一致しない（日本のライン数には含まれていない財
務省所管の酒・たばこ類が含まれる）。 

（注２）大筋合意時に用いていたHS2007による品目分類を、HS2012によるものに修正したことを踏まえ、 
 平成28年２月29日に数字を更新（関税に関する合意内容が変わるものではない）。 

Ⅰ 協定の概要 （１）全体の状況 

１ 

・ 我が国の全品目（農林水産物、鉱工業品）の関税撤廃率は95％、農林水産物の関税
撤廃率は82％。 
・ 農林水産物の重要５品目を中心に、国家貿易制度や枠外税率の維持、関税割当や
セーフガードの創設、長期の関税削減期間の確保等の有効な措置を獲得。 

（注）大筋合意時に用いていたHS2007による品目分類を、HS2012によるものに修正したことを踏まえ、 
 平成28年２月29日に数字を更新（関税に関する合意内容が変わるものではない）。 



品目 現在の関税率 合意内容 

水
産
品 

あじ（生鮮・冷凍） 10% 
 • （米国以外）段階的に16年目に関税撤廃。 
 • （米国）段階的に12年目に関税撤廃、ただし8年間現行税率を維持。（10%→0%） さば（生鮮・冷凍） 

生鮮：10% 
冷凍：7% 

まいわし 10% • 生鮮は段階的に11年目、冷凍は段階的に6年目に関税撤廃。 

ほたてがい 10% • 段階的に11年目に関税撤廃。 

まだら 
生鮮10% 
冷凍6% 
すり身4.2% 

• 生鮮は段階的に11年目、冷凍とすり身は即時に関税撤廃。 

するめいか 5% • 段階的に11年目に関税撤廃。 

あかいか、やりいか 
生鮮5% 
冷凍3.5% 

• 生鮮は段階的に11年目、冷凍は段階的に6年目に関税撤廃。 

みなみまぐろ、めばち
まぐろ、太平洋くろま
ぐろ、冷凍大西洋くろ

まぐろ等 

3.5% • 段階的に11年目に関税撤廃。 

生鮮大西洋くろまぐろ、
冷凍びんながまぐろ 

3.5% • 段階的に6年目に関税撤廃。 

かつお、きはだまぐろ 3.5% 
• 即時関税撤廃。 

かつお・まぐろ調製品
等 

9.6% 

ます、ぎんざけ、大西
洋さけ 

3.5% • 段階的に11年目に関税撤廃。 

太平洋さけ、生鮮べ
にざけ等 

3.5% • 段階的に6年目に関税撤廃。 

冷凍べにざけ 3.5% 
• 即時関税撤廃。 

さけ・ます調製品 9.6% 

干しのり 1.5円/枚、40% 

 ・ 即時に15％削減 
こんぶ 15% 

わかめ、ひじき 10.5% 

うなぎ 3.5% • 即時関税撤廃。 

うなぎ調製品 9.6% • 段階的に11年目に関税撤廃。 

Ⅰ 大筋合意の概要 （２）主要水産物の交渉結果 

２ 



ケース② 

署

名 

日 

ケース① 

全ての原署名国が国内法上

の手続を完了した旨を通報し

た日。 

発
効 
日
① 

ケース② 
署名の日から2年の期間内

に「要件」（※）が満たされた

日。 

発
効
日
② 

 

ケース③ 

署名の日から2年の期間を

経過した後に「要件」（※）

が満たされた日。 

  

発
効
日
③ 

60日 60日 60日 

２年 

2016.2.4 2018.2.3 2018.4.4 

※要件：原署名国のGDP（2013年）の合計の85％以上を占める、少なくとも６

の原署名国が国内法上の手続を完了した旨を通報すること。 

ケース① 

ケース③ 

発効規定 

【参考】ＴＰＰ交渉参加国のGDP（2013年） （単位：10億米ドル） 

Ⅰ 協定の概要 （３）発効規定 

３ 



Ⅱ ＴＰＰによる水産物への影響について 

１．品目毎の農林水産物の影響（合計40品目） 

影響 品目 対応方向等 

１ 特段の影響は見込
み難い 

麦芽、小豆、いんげん、落花生、パイン
アップル、茶、こんにゃくいも、のり、こん
ぶ、わかめ・ひじき、うなぎ 

• 更なる競争力の強化が必要。 

２ 影響は限定的と見
込まれる 

オレンジ、りんご、さくらんぼ、ぶどう、ト
マト加工品、かぼちゃ、アスパラガス、た
まねぎ、にんじん、鶏肉、鶏卵、合板等、
製材（ＳＰＦ）、あじ、さば、まいわし、ほ
たてがい、まだら、するめいか・あかい
か・やりいか、かつお・まぐろ類、さけ・ま
す類 

• 長期的には、国産価格の下落も懸念されることから、生
産性向上等の体質強化対策の検討が必要。 

３ 国家貿易以外の輸
入の増大は見込み
難い 米 

• 国別枠により輸入米の数量が拡大することで、国内の
米の流通量がその分増加することとなれば、国産米全
体の価格水準が下落することも懸念されることから、備
蓄運営による外国産米の主食用米生産に対する影響
の食い止めの検討や、更なる競争力の強化が必要。 

内麦優先の国家貿
易運用により輸入の
増大は見込み難い 

小麦、大麦 

• マークアップの削減に伴い、輸入麦の価格の下落が国
産小麦（大麦）の販売価格に影響を及ぼすことも懸念さ
れることから、国内産品の安定供給が図られるための
環境整備の検討や、更なる競争力の強化が必要。 

てん菜、さとうきびの
生産に特段の影響は
見込み難いが、加糖
調製品の流入の懸念 

砂糖 

• 安価な加糖調製品の流入により、糖価調整制度の安定
運営に支障が生ずることも懸念されることから、国内産
品の安定供給が図られるための環境整備の検討や、更
なる競争力の強化が必要。 

影響は限定的と見込
まれるが、一部低価
格な外国産の輸入も
懸念 

でん粉 

• 一部低価格な外国産の輸入も懸念されることから、
国内産品の安定供給が図られるための環境整備の
検討や、更なる競争力の強化が必要。 

４ 当面、輸入の急増は
見込み難いが、長期
的には、関税引下げ
の影響の懸念 

牛肉 

• 長期的には、米国・豪州等からの輸入牛肉と競合する
乳用種を中心に国内産牛肉全体の価格の下落も懸念さ
れる。このため、国内の肉用牛生産について、規模拡大
等による生産コストの削減や品質向上など国産の優位
性の確保等の体質強化対策に加え、経営の継続・発展
のための環境整備を検討することが必要。 

豚肉 

• 長期的には、従量税の引下げに伴って、低価格部位の
一部がコンビネーションによらず輸入される可能性が否
定できず、国内産豚肉の価格の下落も懸念される。この
ため、国内の養豚について、規模拡大等による生産コス
トの削減や品質向上など国産の優位性の確保等の体
質強化対策に加え、経営の継続・発展のための環境整
備を検討することが必要。 

乳製品 

• 長期的には、競合する国内産の脱脂粉乳・チーズの価
格下落等が生じることにより、加工原料乳の乳価の下
落も懸念される。このため、国内の酪農について、規模
拡大等による生産コストの削減や品質向上など国産の
優位性の確保等の体質強化対策に加え、経営の継続・
発展のための環境整備を検討することが必要。 

影響 品目 対応方向等 

更なる輸出拡大が期待 重点品目 
（水産物、加工食品、コメ・コメ加工品、 
林産物、花き、青果物、牛肉、茶） 

• 更なる輸出促進の取組を強化。 

• 輸出環境課題（動植物検疫、放射性物質に係る輸入規
制、食品安全基準等）の解決に向けた取組も必要。 

２．日本産農林水産物・食品の輸出（重点品目：８品目） 

１ 総括表 
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２ 水産物 
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